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2024年問題とは
 2024年４月から時間外労働の上限規制が自動車運転業務に
適用

 自動車運転業務は働き方が特殊なので、2024年4月1日以降に
おいても、他の業種のような720時間ではなく、960時間。

 改善基準告示で、拘束時間、運転時間、休息時間を規定
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出典:厚生労働省、国土交通省パンフレット



物流の適正化に向けての政府、業界団体等の動き
「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」について
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物流革新緊急

パッケージ
2023年10月
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政策パッケージ 2023年6月
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物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業
者の取組に関するガイドライン
(発荷主事業者・着荷主事業者分)
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荷待ち時間、荷役時間を減らすことが必要
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※荷待ち時間がない運行についても、荷役時間（積卸し時間等）は発生する
。出典：国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（令和2年度）」



 製造業-45団体

 流通業-11団体

 建設業-1団体

 農業-10組合

 食品製造業-37団体、企業

 食品卸売業-8団体、企業

日本花き卸売市場協会、日本外食品流通協会、日本加工
食品卸協会、全国中央市場青果卸売協会等

 運送業-11団体

３月までにアクションプランを作成予定
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物流の適正化・生産性向上に関する「自主
行動計画」を作成、公表



トラックGメンの設置による荷主・元請事
業者への監視体制の強化
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トラックＧメンによる「集中監視月間」
（令和５年11月・12月）の取組結果
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[1]荷主等への適正な転嫁

＜運賃水準の引き上げ幅を提示＞
○運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ
○原価のうちの燃料費を120 円に変更し、燃料サーチャージも120 円を基準
価格に設定
＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞
○待機時間料に加え、荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算
○標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主
から対価を収受する旨を明記

[2]多重下請構造の是正等
○「下請け手数料」を設定
○荷主、運送事業者双方が運賃・料金等を記載した電子書面を交付するこ
とを明記
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「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに
向けた検討会」提言の概要


